
 

 

 

 

 

 

 

第１部 

福岡県におけ る 

男女共同参画の現状 
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福岡県における男女共同参画の現状と

働職場 本県昨 今 明 良る将来に希望 持う地域 構 し県民人福岡県 良実感県民幸福度 目指る57.7%10.4%6.3%22.2%19.2%14.7%12.8%8.6%7.6%44.4%29.5%26.0%25.6%3.9%2.6%44.5%44.6%37.9%26.1%27.0%17.0%14.1%11.8%10.0%3.7%3.8%0%
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子育て支援の充実
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ざまな分野で活躍でき

る機会を やすこと   

   職場や地域などにおける男女の均等な機会と待遇の確保  

 

   

   ワーク ・ライフ ・バランス （仕事と家庭の調和 ）の促進  　　　

　　　　 家庭における家事 ・育児 ・介護の男女共同参画セク ハラ ・ＤＶ （夫婦 、恋人間の暴力 ）、性犯罪の対策 、防止 　

　

　　　　 男は仕

事 、女は家庭といった 、性別によ

る役割分担意識の払拭 　

　　　　 母子家庭 、ＤＶ被害者 への支援 　　

　　　

　　　 職場や地域などにおける指導的地位 への女

性の進出促進 　　

　　　

　　　 男性 への男女

共同参画の意識啓発 　　　　

　　　 女性の起業 、キ ャリ

ア形成支援 　　

　　　

　　　　 さまざまな分野で活躍している女性 ロールモデルの紹介 　　
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女性が働き続けることができる職場づくり子育て支援の充実職場や地域などさまざまな分野で活躍

できる機会を増やすこと

職場や地域などにおける男女の均等

な機会と待遇の確保

ワーク・ライフ・バランス（仕事と家庭の

調和）の促進

家庭における家事・育児・介護の男女

共同参画

セクハラ・ＤＶ（夫婦、恋人間の暴

力）、性犯罪の対策、防止

男は仕事、女は家庭といった、性別

による役割分担意識の払拭

母子家庭、ＤＶ被害者への支援職場や地域などにおける指導的地位

への女性の進出促進

男性への男女共同参画の意識啓発女性の起業、キャリア形成支援さまざまな分野で活躍している女性ロー

ルモデルの紹介

女 性 57.7% 44.4% 29.5% 26.0% 25.6% 22.2% 19.2% 14.7% 12.8% 8.6% 7.6% 3.9% 2.6%男 性 44.5% 44.6% 37.9% 26.1% 27.0% 17.0% 14.1% 11.8% 10.4% 10.0% 6.3% 3.7% 3.8%全 体 51.8% 44.2% 32.6% 25.8% 26.2% 19.9% 17.1% 13.8% 12.0% 9.1% 7.0% 3.8% 3.1%

 

                                             備考：福岡県「県民意識調査」（Ｈ24） 

 女性の年齢階級別労働力率  出産・育児による離職を示す『Ｍ字カーブ』の底は上昇継続中 

女性の労働力率を年齢階級別にグラフにすると、30代を底とするいわゆるＭ字曲線を描いている。このこ 
とは、出産・育児期に一旦仕事を辞める女性が多いことを示している。また、前回調査時の平成17年までは、
Ｍ字の底は、福岡県、全国とも 30代前半（30～34歳）であったが、今回平成 22年では、いずれも 30代後
半（35～39歳）へと移行している。 
平成 12年時にＭ字の底であった 30代前半（30～34歳）の女性の労働力率は、平成 12年と平成22年を比

較すると、福岡県が 7.2ポイント、全国では 10.7ポイント上昇しており、Ｍ字カーブは浅くなりつつある。 
 平成 22年の福岡県と全国を比べると、Ｍ字の山と谷の差が、福岡県は 20代後半（25～29歳）の 72.5％と
30代後半（35～39歳）の 64.8％の 7.7ポイント、全国では 20代後半（25～29歳）の77.1％と 30代後半（35
～39歳）の 66.2％の 10.9ポイントとなっており、全国と比べると福岡県はＭ字のカーブが浅いが、一方で、
全年齢階級で全国より労働力率が低くなっている。 
 

図表 特－２ 女性の年齢階級別労働力率（福岡県・全国） 

 
備考：総務省「国勢調査」 
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 福岡県の人口の推計  活力ある社会への鍵は、女性の能力活用！ 

平成22年の福岡県の人口は5,071,968人（男性：2,393,965人、女性2,678,003人）となっており、平成17年 
の調査結果より、22,842人増加している。 
しかし、生産年齢人口（15～64歳）の占める割合は平成17年の65.9％（3,326,610人）から平成22年には63.6％ 

（3,227,932人）と、2.3ポイント減少している。 
また、65歳以上の占める割合（高齢化率）は、平成17年の19.8％（997,978人）から平成22年には22.1％（1,123,376 

人）と、2.3ポイント増加し、15歳未満の割合は平成17年の13.9％（701,195人）から平成22年の13.5％（684,124
人）と0.4ポイント減少し、少子高齢化が進展している。 
こうした傾向は更に進み、平成47年には、生産年齢人口の占める割合は57.6％まで減少し、高齢化率は32.6％ 

に達すると推計されている。 
このような人口動態の変化が、経済力の低下や社会保障制度の担い手の不足をもたらすことが懸念されている。 
こうした社会情勢の変化に対応し、活力ある社会を築くためには、男女共同参画社会を実現し、あらゆる分野で 

女性が個性と能力を十分に発揮していく必要がある。 
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図表 特－３ 福岡県の人口推計と高齢化率（福岡県） 

※ 総数には年齢「不詳」を含み、年齢階級別の割合及び上記図表には含まない。 

備考：平成22年までは総務省「国勢調査」、平成27年以降は国立社会保障・人口問題研究所「都道府県別将来推計人口」より作成 

 

～ ～ ～ 女性の活躍と経済・社会の状況 ～ ～ ～ 

女性の労働参加率と、労働生産性（労働時間当たりＧＤＰ）や、合計特殊出生率との間には正の相関関係がみられる。 

ＯＥＣＤ平均値でグラフのＸＹ軸を分けると、いわゆる先進諸国の多くは、グラフの右上に位置している。 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
※労働参加率：15歳～64歳の人口に占める労働力人口（就業者＋失業者）の割合。 
 

 

女性の労働参加率と労働時間当たりのＧＤＰ 女性の労働参加率と出生率 
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3
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4

0

仕

事

と

家

庭

が

両

立

で

き

る

制

度

が

十

分

整

っ

て

い

な

い

　

　

　

　

　　

　

　

　

募

集

・

採用

の

機

会

が

少

な

い

　

　　

　　

　　

　

仕

事

と

家庭

が

両

立

で

き

る

制度

があ

って

も

、

そ

れ

を

利

用

で

きる

職場

の

雰

囲気

でな

い

　

　　

　

賃

金

に

男女

格差

があ

る

補

助的

な

業

務

や

雑用

が

多

い

　

　　

　　

　　

　　

能

力

を

正当

に

評

価

さ

れ

な

い

　

　　

　　

　　

　　

女性

に

対

する

教育

訓練

機会

が

少

ないため

、

能

力

の

向上

を

図

りに

くい

昇進

・

昇

格

に

男女

格差

がある

　

　　　　

　　　

女性

が

働

くことに

つい

て

、

上司

や

男性同

僚

の

認識

が

低

い

　　　

　　　

管理職

に

登用

され

ない

結婚

や

出

産時

に

退

職

す

る

慣例

や

退職

する

よう

な

圧力

が

かかる

　

　　　

中高年女

性

に

退職

を

促

すような

圧力

がか

かる

定年年齢

が

男性

よ

り

低

い

　　　

　　　　

　　　

その

他

 

    

   

　

不

　

明

    

   

平

成

1

6

年

平

成

2

1

年

 

備

考

：

福

岡

県

「

男

女

共

同

参

画

社

会

に

向

け

て

の

意

識

調

査

」

   

     

 

 

 

「

男

女

共

同

参

画

社

会

に

向

け

て

の

意

識

調

査

」

に

つ

い

て

 

 

福

岡

県

民

の

男

女

共

同

参

画

に

関

す

る

意

識

と

実

態

を

把

握

し

、

今

後

の

施

策

の

基

礎

資

料

と

す

る

た

め

に

、

男

女

共

同

参

画

計

画

の

策

定

時

期

に

あ

わ

せ

て

、

５

年

に

１

度

実

施

し

て

い

る

。

 

（

１

）

調

査

地

域

 

福

岡

県

全

域

 

（

２

）

調

査

対

象

 

県

内

に

居

住

す

る

満

２

０

歳

以

上

７

５

歳

未

満

の

男

女

と

も

個

人

 

（

３

）

標

本

数

 

４

，

０

０

０

サ

ン

プ

ル

（

女

性

：

２

，

０

６

６

、

男

性

：

１

，

９

３

４

）

 

（

４

）

標

本

抽

出

 

層

化

二

段

無

作

為

 

（

５

）

調

査

時

期

 

平

成

２

１

年

に

つ

い

て

は

５

月

下

旬

に

調

査

票

を

郵

送

、

同

年

６

月

に

回

収

 

（

６

）

平

成

２

１

年

度

 

調

査

の

回

収

状

況

 

有

効

回

収

総

数

 

２

，

９

２

９

サ

ン

プ

ル

（

回

収

率

：

７

３

．

２

％

）

 

[

女

性

]

 

１

，

６

３

２

サ

ン

プ

ル

（

回

収

率

：

７

９

．

０

％

）

 

[

男

性

]

 

１

，

２

９

７

サ

ン

プ

ル

（

回

収

率

：

６

７

．

１

％

）

 

 



  女性にとって働きにくい理由  課題は『仕事と家庭の両立』と『女性の能力活用と評価』 

現在勤めている職場が女性にとって働きにくい（又はどちらかといえば働きにくい）と考えている人に
その理由について尋ねたところ、「仕事と家庭が両立できる制度が十分整っていない」（31.5％）が最も高
く、以下「募集・採用の機会が少ない」（21.5％）、「仕事と家庭が両立できる制度があっても、それを利用
できる職場の雰囲気でない」（21.3％）、「賃金に男女格差がある」（20.9％）、「補助的な業務や雑用が多い」
（20.6％）などが続いている。 
平成 16年度と比べると、「補助的な業務や雑用が多い」が、平成 16年度 36.3％から平成 21年度 20.6％

へと 15.7ポイント減少する一方で、「昇進・昇格に男女格差がある」は 5.5ポイント、「管理職に登用され
ない」は 5.1 ポイント上昇するなど大きな変化として表れている。また「仕事と家庭が両立できる制度が
十分整っていない」も、4.6ポイント増加している。 
 

図表 特－４ 女性にとって働きにくい理由（福岡県） 
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備考：福岡県「男女共同参画社会に向けての意識調査」 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

「男女共同参画社会に向けての意識調査」について 
 

福岡県民の男女共同参画に関する意識と実態を把握し、今後の施策の基礎資料とするために、男女
共同参画計画の策定時期にあわせて、５年に１度実施している。 

（１）調査地域 福岡県全域 
（２）調査対象 県内に居住する満２０歳以上７５歳未満の男女とも個人 
（３）標本数 ４，０００サンプル（女性：２，０６６、男性：１，９３４） 
（４）標本抽出 層化二段無作為 
（５）調査時期 平成２１年については５月下旬に調査票を郵送、同年６月に回収 
（６）平成２１年度 

調査の回収状況 
有効回収総数 ２，９２９サンプル（回収率：７３．２％） 

[女性] １，６３２サンプル（回収率：７９．０％） 
[男性] １，２９７サンプル（回収率：６７．１％） 
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  女性にとって働きにくい理由  課題は『仕事と家庭の両立』と『女性の能力活用と評価』 

現在勤めている職場が女性にとって働きにくい（又はどちらかといえば働きにくい）と考えている人に
その理由について尋ねたところ、「仕事と家庭が両立できる制度が十分整っていない」（31.5％）が最も高
く、以下「募集・採用の機会が少ない」（21.5％）、「仕事と家庭が両立できる制度があっても、それを利用
できる職場の雰囲気でない」（21.3％）、「賃金に男女格差がある」（20.9％）、「補助的な業務や雑用が多い」
（20.6％）などが続いている。 
平成 16年度と比べると、「補助的な業務や雑用が多い」が、平成 16年度 36.3％から平成 21年度 20.6％

へと 15.7ポイント減少する一方で、「昇進・昇格に男女格差がある」は 5.5ポイント、「管理職に登用され
ない」は 5.1 ポイント上昇するなど大きな変化として表れている。また「仕事と家庭が両立できる制度が
十分整っていない」も、4.6ポイント増加している。 
 

図表 特－４ 女性にとって働きにくい理由（福岡県） 
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備考：福岡県「男女共同参画社会に向けての意識調査」 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

「男女共同参画社会に向けての意識調査」について 
 

福岡県民の男女共同参画に関する意識と実態を把握し、今後の施策の基礎資料とするために、男女
共同参画計画の策定時期にあわせて、５年に１度実施している。 

（１）調査地域 福岡県全域 
（２）調査対象 県内に居住する満２０歳以上７５歳未満の男女とも個人 
（３）標本数 ４，０００サンプル（女性：２，０６６、男性：１，９３４） 
（４）標本抽出 層化二段無作為 
（５）調査時期 平成２１年については５月下旬に調査票を郵送、同年６月に回収 
（６）平成２１年度 

調査の回収状況 
有効回収総数 ２，９２９サンプル（回収率：７３．２％） 

[女性] １，６３２サンプル（回収率：７９．０％） 
[男性] １，２９７サンプル（回収率：６７．１％） 

 

 『共働き世帯』の１日の生活時間  妻の家事を含む労働時間は、9時間 24分、夫より 35分多い。              

福岡県の、夫も妻も有業（共働き）世帯の一日の生活時間をみると、家事等含む労働時間（2次活動）に
ついて、妻は 9時間 24分、夫は 8時間 49分で、妻が 35分多く、一方、「睡眠時間」について妻は 7時間、
夫は 7時間 29分で夫が29分多い。 
妻と夫で最も差が大きいのは、家事関連時間で、妻が 4時間 20分、夫は 24分で、妻が 3時間56分多く、

仕事では、妻が 4時間 34分、夫が 7時間 39分で、夫が 3時間 5分多い。 
 
図表 特－５ 平成２３年度 夫も妻も有業（共働き）世帯の１日の生活時間（週全体平均）（福岡県） 

 
備考：総務省「社会生活基本調査」（平成２３年） 

 『夫婦と子供世帯』の１日の生活時間  妻の家事を含む労働時間は、8時間 40分、夫より 38分多い



 事業所における管理職に占める女性の割合  課長級以上は１２．３％ 管理職女性割合は増加  

平成 22年 10月時点での県内事業所における管理職に占める女性の割合は、係長相当職で 20.2％、課長

相当職で11.8％、部長相当職で 9.6％、役員で16.8％、係長相当職以上で 15.1％、課長相当職以上で 12.3％

となっている。 
いずれも平成 19年 10月時点よりも増加しており、特に係長相当職は 8.3ポイント、課長相当職では4.1

ポイント高くなっている。 
 

図表 特－７ 事業所における管理職に占める女性の割合（福岡県） 
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係長相当職 課長相当職 部長相当職 役員

平成22年 15.1 20.2 12.3 11.8 9.6 16.8

平成19年 10.5 11.9 9.2 7.7 9.5 14.7

課長相当職以上

管理職全体（係長相当職以上）

 

備考：福岡県「雇用均等・仕事と家庭の両立実態調査」  
 

 事業所における女性管理職（係長以上）の登用状況  依然、女性管理職がいない事業所が約４割  

係長以上の役職で女性がいない事業所は、平成22年で38.1％。一方で、女性管理職が、「10～20％未満」、「20
～30％未満」、「30～50％未満」では平成19年に比べ増加している。 
全体的にみると女性の係長以上の女性管理職は増加傾向にあり登用が進みつつあるといえるが、女性管理職が

10％未満の事業所が依然として約半数を占めている。 
 

図表 特－８ 事業所における女性管理職の登用状況（福岡県） 

備考：福岡県「雇用均等・仕事と家庭の両立実態調査」 
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 事業所と従業員の男女の取扱いに対する意識  昇進・昇格の『不均等感』 女性は38.4％  

 職場における男女の取扱いについて、女性従業員の『不均等感』（「均等でない」、「どちらかといえば均
等でない」の計）は「昇進・昇格」で 38.4％、「仕事の内容・分担」で、29.6％となっている。一方、雇
用管理をする事業所はそれぞれ 12.9％、14.7％と低く、女性従業員との意識のずれがみられる。 
 また、女性の年齢別でみると、「昇進・昇格」では、、『均等感』（「均等である」、「どちらかといえば均等
である」の計）は若年層で高くなっているが、40歳代と 50歳代では『不均等感』が『均等感』を上回っ
ている。「仕事の内容・分担」では、若年層で『均等感』が高くなっている。 
 

図表 特－９ 事業所と従業員の男女の取扱いに対する意識（福岡県） 
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≪年齢別（女性）≫ 
 

均等であ
る

どちらかと
いえば均
等である

どちらかと
いえば均
等でない

均等でな
い

20歳未満 80.0 20.0 60.0 20.0 20.0
20～25歳未満 59.3 37.3 22.0 23.8 13.6 10.2 15.3 1.7
25～30歳未満 60.3 25.6 34.7 27.3 11.6 15.7 11.6 0.8
30～35歳未満 47.4 21.1 26.3 37.5 16.4 21.1 13.8 1.3
35～40歳未満 46.2 22.4 23.8 40.1 19.0 21.1 12.2 1.4
40～50歳未満 40.6 18.4 22.2 45.4 15.9 29.5 12.1 1.9
50～60歳未満 34.6 11.3 23.3 44.0 16.0 28.0 18.0 3.3
60歳以上 36.4 27.3 9.1 27.3 18.2 9.1 18.2 18.2
無回答 60.0 20.0 40.0 40.0 40.0

全体 46.1 20.8 25.3 38.4 15.6 22.8 13.5 2

昇進・昇格

女性
均等感 不均等感

比較する
異性がい
ない

無回答



 男女年齢階級別賃金と男女間賃金格差  女性の賃金は 30代以降頭打ち  

福岡県における所定内給与額（平成23年）は、女性 215,100円、男性 307,300円で、男性の給与水準を
100とした場合の女性の給与は 70.0である。 
年齢階級別でみると、女性の所定内給与額は、30代以降はほぼ横ばいとなっているのに比べ、男性の所

定内給与額は、50代後半まで年齢が上がるにつれ増加している。 
男女間格差は、最も格差が少ない 20代前半で96.0。30代前半で 81.1、40代前半で 65.9と年齢が上が

るにつれ拡大し、その後は50代後半までほぼ横ばいとなっている。 
 

図表 特－１０ 男女年齢階級別の所定内給与額（福岡県） 

 

備考：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（平成23年）  

 

～ あすばる男女共同参画フォーラム２０１２ 基調講演  講師 ： 株式会社資生堂 顧問 岩田 喜美枝 さん ～ 

 
『女性はもっと活躍できる！ －自分でできること・組織ができること－』 より  

 
企業経営にとって女性の活躍が必要な理由は、異なる価値観、発想法を持つ多様な人

材がいる企業の方が、時代の変化に対して強いことです。女性の活躍が始まると、それ

まで見逃していた女性消費者のニーズに気づきます。様々な発想の対立と融合は、新た

な商品やサービスを生み出す土壌になります。この多様性こそが、企業の発展の原動力

となるのです。      

女性の活躍を推進するための課題の一つが働き方の見直しです。長時間労働が当た

り前というのは、専業主婦の配偶者に支えられている男性だからできることです。この男

性型スタンダードを変えるには、これまでの仕事の評価軸を変え、出した成果に対して費

やした労働時間も考慮に入れる「時間当たり生産性」で評価すべきです。 

 女性のみなさんにお願いしたいことがあります。 １つは、子育てのために仕事をあき 

らめないで、家族の支援をはじめ、企業の制度や社会的サービスを最大限に活用し、仕 

事を続ける意志を貫いて下さい。時代が、女性の力を今以上に必要としています。 

皆さん自身が納得した人生を送り、活躍することが後輩女性の大きな励みとなります。

そして、後輩の相談にのったり、後輩に自分の経験を語ったりして、次世代の女性の力

になっていただきたいと思います。 
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平成23年（福岡県）
所定内給与額
（女性） 　千円

所定内給与額
（男性）　　千円

男女間格差
（男=100）

19以下（歳） 143.9 172.3 83.5
20-24 183.8 191.5 96.0
25-29 209.4 228.5 91.6
30-34 212.2 261.5 81.1
35-39 226.6 299.8 75.6
40-44 231.4 351.2 65.9
45-49 229.2 367.9 62.3
50-54 235.4 371.9 63.3
55-59 228.7 372.2 61.4
60-64 196.6 286.6 68.6
65-69 153.4 289.4 53.0

全体 215.1 307.3 70.0

※所定内給与：きまって支給する給与（毎月、就業規則、労働協約などであらかじめ定められた算定方法によっ

て算定される給与）の内、超過労働給与を除いたもの  

 男女年齢階級別賃金と男女間賃金格差  女性の賃金は 30代以降頭打ち  

福岡県における所定内給与額（平成 23年）は、女性 215,100円、男性 307,300円で、男性の給与水準を
100とした場合の女性の給与は 70.0である。 
年齢階級別でみると、女性の所定内給与額は、30代以降はほぼ横ばいとなっているのに比べ、男性の所

定内給与額は、50代後半まで年齢が上がるにつれ増加している。 
男女間格差は、最も格差が少ない 20代
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第１章 母子家庭の母親、配偶者からの暴力被害女性の状況 

 
 昨今の雇用環境の厳しさにより、特に母子家庭の母親や配偶者からの暴力被害女性などは、経済的にも、
精神的にも、より困難な状況を強いられている。このような困難な状況は、男女共同参画社会の実現を大
きく損なう重視すべき課題である。 
 この章では、母子家庭の母親、配偶者からの暴力被害女性の状況についてまとめている。 
 

本章のポイント 
 

● 母子家庭の世帯数はこの 15年間で43.9％増と大幅に増加している。 
● 母子家庭の母親の有職率は 83.7％となっているが、父子家庭に比べると若干低い。 
● 母子家庭世帯の平均税込収入は236万円。200万円未満の世帯が約半数。 
● 母子家庭の母親で仕事をもっている人の就労形態は、48.3％が非正規労働となっており、正規労働

の割合は、父子家庭の父親の約 7割にとどまっている。 
● 県内の一時保護件数は、平成 23年度は200件であり、ほぼ横ばいとなっている。 
● 配偶者等からの暴力に関する正しい認識・理解は着実に進んでいる。 
● 配偶者からの暴力事案の認知件数は、平成 22年までは年々増加、平成23年はほぼ横ばいとなって

いる。 
 

母子家庭等の世帯数 

平成 23年 11月 1日現在における母子家庭の世帯数は 74,728世帯で、この 15年間で 43.9％（22,798
世帯）増加している。 
父子家庭の世帯数は、平成13年をピークに減少傾向にある。 

 
図表 １－１ 母子家庭等の世帯数（福岡県） 
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総世帯数

推計世帯数 推計世帯数 率 推計世帯数 率

2,142,626 74,728 3.49% 9,975 0.47%

母子世帯 父子世帯

平成23年11月1日現在　母子家庭等の世帯数

 
     

※母子家庭、父子家庭の世帯数は県内市町村から提出された推計世帯数（政令・中核市含む）       
※総世帯数は平成23年11月1日現在の推計世帯数（政令・中核市含む）（福岡県調査統計課）  

備考：福岡県「母子世帯等実態調査」 
 



母子家庭の母親・父子家庭の父親の仕事の有無 

 母子家庭の母親の、調査時点での仕事の有無については、仕事を「持っている」83.7％、「持っていない」
15.5％となっており、大半の人が仕事を持っている。父子家庭の父親の有職率 89.3％と比較すると、5.6
ポイント低くなっている。 
 

図表 １－２ 母子家庭の母親、父子家庭の父親の仕事の有無（福岡県） 
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※政令・中核市除く              備考：福岡県「母子世帯等実態調査」（平成23年度） 

 

母子家庭世帯等の年間税込み収入の分布 

母子家庭世帯の年間税込み収入は、「200～300万円未満」が25.7％で最も高く、「100～150万円未満」 
18.9％、「150～200万円未満」16.8％と続き、300万円未満の世帯が 75.1％、200万円未満の世帯でみても
49.4％を占めている。 
父子家庭世帯では、「200～300万円未満」が 21.1％で最も高く、「300～400万円未満」19.6 %、「500～

700万円未満」14.2％となっている。 
 

図表 １－３ 母子家庭世帯等の年間税込み収入の分布（福岡県） 
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※政令・中核市除く              備考：福岡県「母子世帯等実態調査」（平成23年度） 
 

母子家庭世帯等の平均年間税込み収入 

母子家庭世帯の平均年間税込み収入は約 236万円となっている。父子家庭世帯の平均年間税込み収入は
約 367万円となっており、母子家庭世帯の約1.6倍となっている。 
前回と比較すると、母子家庭世帯は約 8万円減少しているが、父子家庭世帯は約 77万円と大幅に減少し

ている。 
 

図表 １－４ 母子家庭世帯等の平均年間税込み収入（福岡県） 
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※ 政令・中核市除く（久留米市は平成18年までは含まれ、平成23年は含まれない。） 

           備考：福岡県「母子世帯等実態調査」 



母子家庭の母親・父子家庭の父親の就労形態 

 母子家庭の母親で仕事をもっている人の就労形態は、48.3％が「非正規労働」（派遣・契約社員、パート
タイマー、臨時・日雇など）となっており、「正社員・正職員」は42.2％となっている。 
 他方、父子家庭の父親では63.4％が「正社員・正職員」であり、母子家庭の母親の「正社員・正職員」
の割合は父子家庭の父親の約7割にとどまっている。 
 

図表 １－５ 母子家庭の母親・父子家庭の父親の就労形態（福岡県） 
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※政令・中核市除く               備考：福岡県「母子世帯等実態調査」（平成23年度） 
 
 

配偶者等からの暴力被害経験 

本県において、配偶者や交際相手から、何らかの暴力（「身体的な暴力」、「精神的な暴力」、「性的な暴 
力」のいずれか）を受けたことが「何度もあった」女性は8.3％となっており、「１・２度あった」18.0％
も含め、女性の約 4人に 1人（26.3％）が、配偶者や交際相手から何らかの暴力を受けた経験があると回
答している。 
 

１．身体的な暴力： なぐる、ける、物を投げつける、突き飛ばすなど。 
 
２．精神的な暴力： 人格を否定するような暴言、交友関係の細かい監視、精神的な嫌がらせ、

危害が加えられるのではないかと恐怖を感じるような脅迫など。 
 
３．性的な暴力： 性的な行為の強要、避妊の拒否、中絶の強要など。 

 
図表 １－６ 配偶者等からの暴力被害経験（福岡県・全国） 
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全国　女性

福岡県　男性

福岡県　女性

何度もあった １・２度あった まったくない 不明

 
備考：福岡県「男女共同参画社会に向けての意識調査」（平成21年度）、内閣府「男女間における暴力に関する調査」（平成23年度） 

 
 



配偶者からの暴力に関する相談件数 

本県における配偶者暴力相談支援センターへの相談件数は、平成 23年度は 3,454件と、前年より 242 
件の減少となっている。 
全国では、平成 23年度は82,099件で、前年よりも 4,765件、6.2％の増加となっている。 

 
図表 １－７ 配偶者からの暴力に関する相談件数（福岡県・全国） 
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※配偶者暴力相談支援センター 計12ヵ所（福岡県：10ヵ所【女性相談所、県保健福祉（環境）事務所】 北九州市：1ヵ所 福岡市：1ヵ所） 

備考：内閣府男女共同参画局、福岡県男女共同参画推進課調べ 

 
 

一時保護件数 

福岡県内の一時保護件数は、平成 23年度で200件となっている。 
 

図表 １－８ 一時保護件数（福岡県）       （単位：件） 
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※同伴児童：一時保護の際に同伴する１８歳未満の子ども（単位:人、外数）    備考：厚生労働省「婦人保護事業実施状況報告」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



暴力と認識される行為 

夫婦や交際相手との間で行われた行為が暴力にあたるかどうかを尋ねたところ、「人格を否定するよう
な暴言を吐く」といった精神的な暴力や、「相手が嫌がっているのに性的な行為を強要する」といった性的
な暴力について、「どのような場合でも暴力に当たる」と回答した人が 5年前の調査と比較して増加してお
り、配偶者等からの暴力に関する正しい認識・理解が進んでいる。 
 

図表 １－９ 暴力と認識される行為（福岡県） 
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相手が嫌がっているのに性的な行為を強要する

69.9

75.9

22.4

19.1

4.7

1.8
3.2

3.0平16

平21

 
備考：福岡県「男女共同参画社会に向けての意識調査」 

 
 

配偶者からの暴力事案の認知件数 

 本県の配偶者からの暴力事案の認知件数（県警察取扱い）は、平成23年は 919件で、前年に比べ26件
減少し、ほぼ横ばいとなっている。 
 

図表 １－１０ 配偶者からの暴力事案の認知件数（福岡県・全国） 
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※ 認知件数とは、相談、援助要求、保護要求、被害届・告訴状受理、検挙等により配偶者からの暴力相談を認知した件数 
備考：警察庁、福岡県警調べ 
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第２章 職場における男女の均等な機会と待遇の確保及び女性の安定就労の状況 

 
就労とは、生活の経済的基盤を築くものであり、職場における男女の機会均等を実現することは、男女
共同参画社会を実現していくうえできわめて重要である。 
また、働く女性が増えている現在、職業生活と家庭生活を両立させるためには、企業をはじめとして社
会全体による支援が必要である。 
この章では、就労の場における女性の就労の実態や意識、雇用形態の状況、両立支援に係る意識、そし
てワーク・ライフ・バランスの状況についてまとめている。 
 
 
本
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雇用者の平均年齢と平均勤続年数 

福岡県の女性雇用者の平均年齢は 39.6歳、男性雇用者は、42.2歳となっている。 

平均勤続年数をみると、女性雇用者は8.5年で、男性雇用者の12.6年と比較すると 4.1年短い。 

 

図表 ２－２ 雇用者の平均年齢と平均勤続年数（福岡県） 
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注）パートタイマー労働者を含まない。      備考：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」「労働力調査」 

 

 

毎月決まって支給する給与額 

 福岡県における毎月決まって支給する給与額は、平成 23年で女性 226,500円、男性 336,600円である。

男性の給与水準を 100とした場合の女性の給与は、67.3で、近年ほぼ横ばい傾向であるが、Ｈ22年と比べ

ると 1.6ポイント減少となっている。 

 なお、全国平均と比較すると、男女ともに給与額では下回っており、男女間格差は、Ｈ22年までは全国

を上回っていたが、平成23年は全国の 69.1より 1.8ポイント下回っている。 

 

図表 ２－３ 毎月決まって支給する給与額（福岡県・全国）    （単位：円） 
平成2 平成12 平成17 平成18 平成19 平成20 平成21 平成22 平成23

きまって支給する給与額 180,200 230,700 222,700 224,200 232,200 228,000 226,900 232,700 226,500

所定内給与額 170,500 217,900 209,900 211,500 219,500 215,000 213,500 218,800 215,100

年間賞与他特別給与額 532,000 670,000 497,900 507,800 504,000 516,500 491,400 517,800 476,000

きまって支給する給与額 307,000 351,300 342,900 347,500 341,600 341,400 329,400 337,600 336,600

所定内給与額 275,200 321,100 312,400 315,000 307,500 310,400 303,000 310,300 307,300

年間賞与他特別給与額 1,057,500 1,068,800 938,100 987,300 865,000 966,100 922,000 849,600 832,700

きまって支給する給与額 58.7 65.7 64.9 64.5 68.0 66.8 68.9 68.9 67.3

所定内給与額 62.0 67.9 67.2 67.1 71.4 69.3 70.5 70.5 70.0

年間賞与他特別給与額 50.3 62.7 53.1 51.4 58.3 53.5 53.3 60.9 57.2

きまって支給する給与額 186,100 235,100 239,000 238,600 241,700 243,100 243,200 243,600 248,800

所定内給与額 175,000 220,600 222,500 222,600 225,200 226,100 228,000 227,600 231,900

年間賞与他特別給与額 567,100 677,000 566,400 569,300 568,400 582,700 570,600 536,200 573,400

きまって支給する給与額 326,200 370,300 372,100 372,700 372,400 369,300 354,600 360,000 360,200

所定内給与額 290,500 336,800 337,800 337,700 336,700 333,700 326,800 328,300 328,300

年間賞与他特別給与額 1,154,200 1,162,400 1,057,800 1,082,200 1,078,400 1,072,300 1,043,000 910,200 945,200

きまって支給する給与額 57.1 63.5 64.2 64.0 64.9 65.8 68.6 67.7 69.1

所定内給与額 60.2 65.5 65.9 65.9 66.9 67.8 69.8 69.3 70.6

年間賞与他特別給与額 49.1 58.2 53.5 52.6 52.7 54.3 54.7 58.9 60.7
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備考：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」「労働力調査」 

 

 

 

 





女性が職業をもつことについての意識 

一般的に女性が職業をもつことについて、「子どもができたら職業をやめ、大きくなったら再び職業を
もつ方がよい」（41.4％）と「ずっと職業をもっている方がよい」（38.0％）の２つの意見に大別された。 
平成 11年からの 10年間でみると、「子どもができたら職業をやめ、大きくなったら再び職業をもつ方が
よい」が10ポイント以上減少し、「ずっと職業をもっている方がよい」が10ポイント以上上昇しており、
「職業中断・再就職型」から「就業継続型」へと移行してきている。 
 

図表 ２－６ 女性が職業をもつことについての意識（福岡県） 
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備考：福岡県「男女共同参画社会に向けての意識調査」 
 

 

生活の中での時間の使い方（希望・現実） 

生活の中で、仕事・家事（育児）・プライベートな時間（趣味など）の優先度を尋ねた結果、女性の希
望では「仕事・家事・プライベートを両立」（47.5％）が最も高く、次いで「仕事とプライベート優先」（20.4％）、
「プライベートな時間優先」（11.3％）と続いているが、現実には、「仕事優先」（41.4％）に次いで、「仕
事と家事優先」（21.0％）、「仕事とプライベート優先」（19.5％）となっており、「仕事・家事・プライベー
トを両立」は 13.3％と、希望とのギャップが大きい。 
男性の希望では「仕事・家事・プライベートを両立」（29.2％）が最も高く、これに「仕事とプライベ
ート優先」（27.5％）、「プライベートな時間優先」（15.4％）が続いているが、現実には、「仕事優先」（58.3％）
に次いで、「仕事とプライベート優先」（18.6％）、「仕事と家事優先」（10.8％）となっており、「仕事・家
事・プライベートを両立」は 8.6％と、こちらも希望とのギャップが大きくなっている。 
 

図表 ２－７ 生活の中での時間の使い方・希望と現実（福岡県） 
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備考：福岡県「雇用均等・仕事と家庭の両立実態調査」（平成22年度） 

 
 



育児休業制度の利用状況 

平成 22年の調査では、平成 21年に女性で出産した人が「いる」事業所は28.9％、配偶者が出産した男
性が「いる」事業所は 33.2％であった。そのうち育児休業を開始した人が「いる」事業所は、女性が 90.5％、
男性が 1.2％であった。（図表 2-11） 
女性の出産者に占める育児休業取得率は 89.6％と、平成 19年よりも 1.4ポイント上昇している。男性
では平成19年の取得者は0.5％だったが、平成 22年には0.7％となっている。（図表 2-9） 
 

図表２－８ 育児休業制度の利用状況（福岡県） 
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図表 ２－９ 育児休業の取得者数及び復職者数（福岡県） 

女性 男性

（１）平成21年1月1日～平成21年12月31日までに出産した人
　　　※男性は配偶者が出産した人数

357 593

（２）（１）のうち育児休業を開始した人
　　　（平成22年12月31日までに育児休業を予定している人を含む）

320 4

（３）平成21年1月1日～平成21年12月31日までに育児休業を終了した
　　　従業員のうち、復職した人

267 5

（４）平成21年1月1日～平成21年12月31日までに育児休業を終了した
　　　従業員のうち、復職予定であったが退職した人

33 2

　　育児休業取得率　〔（２）／（１）〕 89.6% 0.7%

　　前回調査（平成19年度）における育児休業取得率 88.2% 0.5%
 

備考：福岡県「雇用均等・仕事と家庭の両立実態調査」（平成22年度） 
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事業所が仕事と家庭の調和（ワーク・ライフ・バランス）に取り組む理由 

「ワーク・ライフ・バランス」推進に取り組む必要があると考える事業所に、その理由を尋ねたところ、
「従業員の満足度、仕事への意欲が高まることなどにより、生産性が向上する」という回答が7割以上に
上った。 
 
図表 ２－１０ 事業所が仕事と家庭の調和（ワーク・ライフ・バランス）に取り組む理由（福岡県） 
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備考：福岡県「雇用均等・仕事と家庭の両立実態調査」（平成22年度） 

 
 

事業所における仕事と家庭の調和（ワーク・ライフ・バランス）に必要な取り組み 

事業所における仕事と家庭の調和（ワーク・ライフ・バランス）に必要な取り組みは、「仕事の進め方
や内容の見直し」の60.2％が最も高く、次いで「複数の仕事をこなせる人材の育成」41.5％が続いている。
これに「職場風土の改革」が 33.6％で、「仕事や人の合理的な配分が可能な柔軟な組織づくり」と「経営
者の意識改革」がともに31.4％と組織としての対応が必要とされている。 
 
図表 ２－１１ 事業所における仕事と家庭の調和（ワーク・ライフ・バランス）に必要な取り組み（福岡県） 
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備考：福岡県「雇用均等・仕事と家庭の両立実態調査」（平成22年度） 
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第３章 社会・経済活動の指導的地位への女性の進出の状況 

 
 活力ある社会を築いていくためには、女性が社会・経済活動において能力を発揮していくことが不可欠
であり、特に、行政・政治分野や企業管理・研究分野、地域における指導的地位への女性の進出が必要で
ある。 
 この章では、女性の社会進出の状況についてまとめている。 

 

本章のポイント 

 

● 県や市町村の審議会等における女性の登用は、着実に進んでいるが、市町村の間で登用率に大きな

格差がある。 

● 市町村議会における女性議員の割合は全国平均より高い水準にあるが、福岡県議会における女性議

員の割合は、全国平均より低い水準にある。 

● 福岡県職員の女性管理職への登用は、年々進んでいるが、全国平均より低い水準にある。 

● 農協・漁協等における女性役員の割合は、ほぼ横ばい。 

● 大学進学率は依然として男子の方が女子を上回っているが、その差は縮小傾向にある。 

● 大学・短期大学等の教員、自治会長やPTA会長に占める女性の割合など、役職への女性の参画は、

わずかずつではあるが拡大傾向にある。 

 

審議会等における女性委員比率 

 福岡県の審議会等における女性委員の割合は、平成 14年の 32.1%から平成 24年には 41.6%と、この 10

年で 9.5ポイント上昇しており、全国 4位の高い水準にある。 

県内市町村の審議会等における女性委員の割合は、平成 14年の 18.1%から平成24年は 26.8%と 8.7ポイ

ント上昇しており、市町村においても女性委員の登用は着実に進んでいる。 

 

図表 ３－１ 審議会等における女性委員比率（福岡県・全国） 

審議会等数 うち女性委員を含む数 委員総数 うち女性委員の数 女性比率（％）

92 92 1,317 548 41.6
1,615 1,319 19,788 5,307 26.8

市（政令市含む） 957 850 12,914 3,829 29.6
町村 658 469 6,874 1,478 21.5

平成24年
福岡県
県内市町村

 

備考：内閣府男女共同参画局、福岡県男女共同参画推進課調べ 
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地方議会における女性議員比率 

福岡県議会における女性議員の比率は、平成23年 12月現在4.7％であり、全国の都道府県議会の女性 
議員の平均比率 8.6％を、3.9ポイント下回っている。 
県内の市町村議会における女性議員の平均比率は、平成23年 12月現在、12.1％であり、全国の市（区）

町村議会の女性議員の平均比率 11.6％を、0.5ポイント上回っている。 
 

図表 ３－３ 地方議会における女性議員比率（福岡県・全国